
 

 

 

 

 

 

 

第１号（４月６日付け）でお伝えしました「ランサムウエア」（ransom“身代金”

の意味）と呼ばれるコンピュータウイルスが、５月１２日以降世界中で発生している

サイバー攻撃で用いられました。このウイルスによる被害は、世界約 150 か国にわ

たり、被害件数は約 30 万件にのぼると言われ

ています。（5 月 18 日警察庁発表資料による） 

このウイルスは、感染したパソコン内のファ

イルを勝手に暗号化し使えなくした上で、元通

りにすることと引き換えにコンピュータ上の仮

想通貨を「身代金」として要求するのが特徴で

す。 

届いた不審なメールの添付ファイルやメールに記載されてい

る URL を開かないこと、またパソコンの基本ソフト（OS）の

修正ソフトなどをしっかり適用することなど、ランサムウエア

対策や注意は下記の HP を参考にしてください。 

 

・警察庁発表資料（「世界的規模のランサムウエア感染事案の発生について」）  

https://www.npa.go.jp/news/release/2017/170518ransomware.pdf 

・警察庁サイバー犯罪対策（ランサムウェア被害防止対策） 

 http://www.npa.go.jp/cyber/ransom/index.html 

・日本サイバー犯罪対策センター（ランサムウエア対策） 

 https://www.jc3.or.jp/info/nmransom.html 
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